
福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課　がん対策係
TEL：092‒643‒3317　FAX：092‒643‒3331
URL：http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shuurouhojyo.html

福岡県内の事業所

詳しくは、下記にお問い合わせください。

（１）｢福岡県働く世代をがんから守るがん対策サポート事業所」への支援
がんの治療と仕事の両立に取り組む事業所に参加登録いただき、下記の支援を行います。
■がんの啓発に関する情報冊子・啓発グッズの無料配布やがんに関する情報提供
■登録事業所名を福岡県ホームページで公表、事業所の取り組みを広く周知　等

（２）アドバイザーによる両立支援制度導入に向けた個別相談
事業所に出向き、業務の内容、従業員の勤務体系、就業規則等に応じ、具体的なアドバイスを行
います。

（３）がんの治療と仕事の両立にかかる経費に対する助成
在宅勤務環境の整備やがん患者の新規雇用、がんの治療のため休職する従業員の代替職員の雇用
に取り組む事業所に対し、がんの治療と仕事の両立にかかる経費を助成します。
【対象】
　下記のいずれも該当する事業所が対象です。
　①従業員数50人未満の事業所
②県の「福岡県働く世代をがんから守るがん対策サポート事業所」「介護応援宣言企業」の両
方を登録している事業所又は登録予定の事業所

【経費】
　①テレワーク等の在宅勤務に係る環境整備
　②がん患者の新規雇用及び職場定着の支援
　③がん治療のために休職する従業員の代替職員の雇用
　④①～③と合わせた就業規則の見直し
【補助額】
　１事業所あたり最大　①20万円　②30万円　③30万円　④５万円

福岡県がんの治療・介護と仕事の両立支援事業

がんは、医療の進歩により、治療しながら働き続けることができる病気となりつつあります。
がんにり患された方の治療と仕事の両立を支援します。

対象者

内　容

活用方法

従業員のがんの治療・介護と
仕事の両立を支援したい

お問い合わせ先 福岡県人づくり・県民生活部生活安全課　交通安全係
TEL：092―643―3167　FAX：092―643―3169
URL①：https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/insyuuntenbokumetsu-adviser.html
URL②：https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/insyuuntennbokumetusenngen.html

福岡県内にあるすべての事業所です。

１ 飲酒運転撲滅活動アドバイザー派遣事業

２ 飲酒運転撲滅宣言企業登録事業

活用方法

従業員に対して飲酒運転防止の研修会を実施する場合などに、飲酒運転事故の現状やアルコー
ル問題に関する専門家を講師として派遣します。(講師への謝金、講師の交通費は福岡県が負担
します）
また、講話を収録したDVDの貸し出しも行っています。
※開催に必要な機材（プロジェクターなど）は申し込まれる事業所の方で手配をお願いします。
※派遣条件：①飲酒運転撲滅活動の推進に資するものであること、②概ね30名以上の参加見込
みであること、③営利目的、政治目的、宗教目的ではないこと、④実施時間が10：00～
20：00の間であること
※派遣希望日の概ね1か月前までに申し込んでください。申請の詳細は県ホームページ（URL
①）から御確認ください。
※DVDの貸し出しについては、生活安全課まで問合せください。

事業所として飲酒運転撲滅活動に取り組むことを宣言していただき、従業員への啓発など飲酒
運転撲滅の取組を進めていただきます。
登録事業所へは、登録証や飲酒運転撲滅に関する啓発資材を発送するとともに、県ホームペー
ジ（URL②）で「飲酒運転撲滅宣言企業」として事業所名等を掲載します。

１ 飲酒運転撲滅活動アドバイザー派遣事業
（１）従業員の飲酒運転撲滅に係る取組が進めやすくなります。

飲酒運転事故の現状やアルコール問題に関する研修会を行うことで、従業員の飲酒運転
防止に役立ちます。

２ 飲酒運転撲滅宣言企業登録事業
（１）従業員の飲酒運転防止に係る取組が進めやすくなります。

登録後送付する啓発資料を従業員の飲酒運転防止の啓発に御活用いただけます。
（２）事業所のイメージアップが期待できます。

登録事業所名等の県ホームページへの掲載や、特に優れた取組を行う事業所への知事表
彰・優良取組事例紹介などにより、事業所のイメージアップ・PRになります。

（３）福岡県の競争入札参加資格審査において加点の対象になります。

飲酒運転撲滅活動アドバイザー派遣事業・飲酒運転撲滅宣言企業登録事業

事業所としての従業員への啓発など、飲酒運転撲滅に向けた取組を支援します。

対象者

内　容

活用方法

従業員の飲酒運転を防止したい

お問い合わせ先
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